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塩尻市総合計画特別委員会会議録 
 

○日時  平成２６年２月２５日（火） 本会議終了後 

○場所  全員協議会室 

○協議事項 

１ 第五次塩尻市総合計画策定について 

２ その他 

○出席委員 

     委員長   永田  公由 君     副委員長   金田  興一 君 

      委員   五味  東条 君       委員   宮田  伸子 君 

      委員   横沢  英一 君       委員   西條  富雄 君 

      委員   青木  博文 君       委員   務台   昭 君 

      委員   金子  勝寿 君       委員   山口  恵子 君 

      委員   牧野  直樹 君       委員   古畑  秀夫 君 

      委員   永井  泰仁 君       委員   森川  雄三 君 

      委員   青柳  充茂 君       委員   中原 巳年男 君 

      委員   鈴木  明子 君       委員   中村   努 君 

      委員   丸山  寿子 君       委員   柴田   博 君 

      委員   塩原  政治 君       委員   中原  輝明 君 

○欠席委員 

      なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した者 

    協働企画部長   髙木  仁樹 君    企画課長   塩川  昌明 君 

    企画係長     高砂 進一郎 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

    事務局長   宮本  京子 君     事務局次長   石川   忍 君 

    庶務係長   小澤  秀美 君     議事調査係長  上村  英文 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後１時０２分 開会 

〇委員長 本会議の終了後の大変お疲れのところを御苦労さまでございます。それでは、ただいまから総合計画

特別委員会を開会をいたします。早速協議事項に入りたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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１ 第五次塩尻市総合計画策定について 

○委員長 それでは、事務局の説明をお願いいたします。 

〇協働企画部長 ただいま委員長おっしゃられましたとおりに、こういった大雪の対応で地域の皆さんと一緒に

ですね、御活躍いただいて、大変どうも恐縮しておるところでございます。まだまだ市もですね、十分とは言い

ませんけれども対応に努めておるところでございますので、何分よろしくお願いいたします。また、本日は本会

議終了後ということでございますので、貴重なお時間いただきましたので、簡略に説明して皆さん方の御意見を

頂戴したいと存じますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、先週にお配りいたしました資料、本日は特別委員会資料として表の状況等を記載した用紙と概要編

としてのイメージを載せました資料１、また骨子案を載せました資料２という形で用意させていただきました。

こちらに基づきまして御説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

〇委員長 説明は座ってやっていただいて結構です。 

〇協働企画部長 私はですね、短いもんですから大丈夫ですけど、あっちの企画課長のときにですね、ちょっと

長めにお時間いただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、資料Ｎｏ．１、第五次総の策定につきまして、趣旨につきましてはこちらに記載させていただいた

とおりでございますので、現在までの状況につきまして御説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

経過につきましてもこのとおりでございまして、特別委員会につきましては１２月に１回目を開催させていた

だきました。そのときには、策定のスケジュールでございますとか市民アンケートの結果、また四次総の進捗状

況等々につきまして御説明を申し上げました。経過のところの中段以降でございますけれども、１月３１日に第

３回目の総合計画審議会を開催させていただき、そのときには骨子の素案という形で全くのたたき台をお示しし

たものでございます。それ以降、庁内での議論またこの審議会での御議論いただきまして、素案をまとめて今回

の骨子案とさせていただいたものでございます。これにつきましては、今月末２７日、あさってでございますけ

れども、第４回の総合計画の審議会で同じ資料に基づきまして御説明し意見をいただきたいと存じます。 

また、今後の対応のところにもございますけれども、既に広報等で御案内をしてございますけれども、３月に

入りますと各地区におきまして説明をしたいというものでございまして、この現在お示ししているこの骨子案、

これを簡略にいたしました概要版でですね、各地区の皆様方に御説明し意見を頂戴したいなというところでござ

いますのでよろしくお願いいたします。またそうした御意見等々につきましてはですね、今後の策定の中で生か

してまいると、かように存じますけれども、いかんせん、この３月、年度末ということでございまして、いろい

ろな各方面から出席いただいております委員会の皆さん、また庁内でもひょっとしたら異動等もございますけれ

ども、それを踏まえて５月くらいにはですね、次の審議会を開催させていただきたいと、かように考えておりま

す。これは前回の特別委員会のときにもお示ししたスケジュールにのっとったものでございますけれども、５月

には議会の皆様方にも説明し、審議会にも諮るという形を考えておるところでございます。その中でタウンミー

ティングでございますとか、また今回はたまたま市民懇話会がですね、２月１７日に実は予定していたわけです

けれども、この大雪ということで延期をしてございますので、できましたら３月中にはこの懇話会も開催し御意

見を頂戴したいなと考えているところでございます。そうした流れで詰めてまいりたいということでございます

ので、この点御理解を頂戴したいと思います。 
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それでは、資料１のほうごらんいただきたいと思います。これ、Ａ４版１枚、横の紙でございますけれども、

これは次の資料２を要約した概略版のイメージということで、概要版でございます。こちらに書いてございます

ように、左側の列に長期戦略というのと、下のほうにですね、中期全市戦略というものが囲みでございますけれ

ども、今回御説明申し上げますのが、この上のほうの長期戦略部門でございます。ですので、下のほうにござい

ます中期の全市戦略部門についてはまだ未完成ということで、まだまだでございますので、今回はこの長期戦略

部門、この左側の黒い白抜きの字のところで言いますと、都市像でございますとか都市像の要素、基本戦略、都

市像の実現へ向けた行政経営の考え方という項目等につきまして、資料に基づいて御説明を申し上げたいという

ことでございます。 

まず、資料２につきましては第１部、第２部、第３部という部の構成がございますけれども、そこで申し上げ

ますと、第１部については入り口部分でございまして、前回申し上げました策定方針等の考え方につきまして説

明申し上げております。 

第２部につきましては、この長期戦略部門でございます。本市を取り巻く環境の変化予測等々について記載を

させていただいてございます。また本市が３０年後にも選ばれる地域であるために、また皆さん方から住み続け

ることを選択していただくと、こういった要素でございますけども、そういったことをやらさせていただきます。

都市像につきましては仮称ということで、ここで白抜きで丸々の田園都市ということでございますけれども、こ

れらについても御説明したいというものでございます。都市像の要素としては、こちらに４点掲げてございます。

安心・快適・健康で暮らしやすいまち、高度な技術集積、多様な学び・対話によるまち、人・物・情報の流れの

結節点等々でのまち、また緑・大地・山・水とその恵みというくくりでございまして、４点掲げさせてございま

す。これらをもとにいたしまして、基本戦略、重点推進政策としてはＡ、Ｂ、Ｃと３点掲げさせてございます。

子育て世代に選ばれる地域へということ、またシニアが生き生きと活躍できる地域へということ、自然と暮らし

が調和した豊かな地域へという、こういう大きな３つの基本戦略を掲げてございます。 

次に、第３部が、一番下にございます都市像の実現へ向けた行政経営の考え方ということで、私ども行政内部

のことになってしまうわけですけれども、行政の使命と業務領域、ふるさとを愛し市民益を追求する等々につい

て行政のマネジメントの基本方針等について掲げさせていただいたものがこの骨子案の内容でございまして、こ

ちらについてこれから御説明いたしますのでよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

○企画課長 それでは、引き続きまして資料２に基づいて御説明をさせていただきます。お許しをいただきまし

たので、失礼して着座にてお願いいたします。第五次総合計画長期戦略骨子（案）でございます。 

おめくりいただきまして、１ページが第五次総合計画の概要ということでございまして、この策定方針でござ

いますが、これにつきましては昨年の全協でお示ししたとおりでございまして、本市を取り巻く環境、変化を踏

まえまして定めるものでございまして、戦略性を持った総合計画を策定いたします。この四角の枠にございます

とおり、これまでの計画に比べまして、第五次総合計画につきましては重点を明示した戦略計画といたします。

それから前期５年、後期５年の全体１０年の計画期間、これにつきましては社会経済の変化のスピードに対応で

きる計画期間としたいということでございまして、下の図にお示ししてありますとおり、これまでの基本構想、

基本計画、実施計画、それを右側の第五次総合計画は長期戦略、中期戦略、実施計画、この３層構造でございま

す。長期戦略の計画期間を９年としたい。これまでですね、７年から９年、これまでの１０年よりも短い期間と
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いうことでございます。９年ということで今議論をさせていただいております。これは、中期戦略が３年の期間

で３年、３年、３年の９年という部分から来ております。実施計画につきましては、３年で毎年見直しをすると

いうことで、社会変化に即応できる計画をつくっていくということでございます。右側のページ、３の総合計画

の進行管理につきましては、これは基本的に事務事業評価、これ毎年行っております。この事務事業評価に連動

して行うということでございます。３年に１度中期戦略、見直します。これにあわせまして、必要に応じては長

期戦略も修正も行っていくという進行管理の仕方でございます。 

それでは、おめくりをいただきまして、第２部、３ページです。第２部、目指す都市像のところへ入ってまい

りますが、都市像の前にその環境の変化を押さえるということでございます。本市を取り巻く環境の変化。まず

２０４０年の世界でございます。これはもう皆さん御存じのとおりでございます。世界の人口というのは大きく

変化をします。２０４０年の人口、約９０億人にマーケットが大きく開くということでございます。特に新興国、

アジア、アフリカにおいては、大幅に増加をして経済的にも存在感を高めていく。あるいは資源の問題にしても

食料、エネルギーといった問題、構造が大きく世界の中で変化していくものでございます。 

その中で次の白丸、２０４０年の日本でございます。これはもう人口減少が急激に進みます。２０１０年に比

べまして２，０００万人減少いたします。人口減少を前提に考えざるを得ない社会でございます。高齢化が進み

まして、年少人口と生産年齢人口は減少いたします。経済面では、日本のＧＤＰっていうのは国際社会において

地位低下をいたします。それから社会面でもですね、社会保障費、医療費、増大いたしまして増税等も見込まれ

ます。地方分権の進展というものも進むということでございます。 

その中で３つ目の白丸、２０４０年の塩尻市でございます。塩尻市も全国と同じ水準で人口減少が進んでいく

ということでございます。さらに高齢化も進みまして、年少人口、生産年齢人口ともに減少していくという推定

でございます。特に北小野と楢川地区では、人口の減少、高齢化のスピードも速いというような推定がされてお

ります。経済・社会面でも、グローバル化の中で特に雇用基盤となる産業分野、そういった転換が必要になって

くるということでございます。道州制による自治体再編というのもそのころには想定されるという変化を見込ん

でございます。 

そういう状況にありましても、右側でございます。本市が３０年後にも選ばれる地域であり続けるためにとい

うことで、本市の潜在力あるいは不安要因というものを押さえておく必要がございます。強み、弱みを押さてい

く。ここの四角の囲みの中の左側が、本市のポテンシャル（潜在力）を整理したものでございます。美しく豊か

な自然環境がございます。それから大都市圏への結節点、交通の要衝でございます。住みやすさについても上位

にランクされております。それから生活環境、恵まれた子育て・教育環境がございます。それから豊かな地域資

源、歴史資源、それからレタス、ブドウ・ワイン、漆器に加えまして木質バイオマスというものも加わってまい

りました。生活文化でございます。これは健康長寿にもつながっております。男性の平均寿命全国４位というこ

ともございます。知的資本の集積がございます。それから、分厚い生産年齢人口などがございます。こういった

本市の強みというものを磨き上げまして、ずっとそこから矢印の下のほうに来ておりますが、目指す都市像の要

素として活用し磨き上げる。こんなような整理をしていくことになります。 

それから、その枠の右側のちょっと塗りつぶした塩尻市のリスク（不安要因）という枠もございます。不安要

因、地震による都市機能の喪失というものも懸念されます。あるいは大企業への依存ということもあります。農
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林業の後継者不足。それから生活文化、地域での支え合いというものも薄れていく傾向もあると。社会インフラ

の老朽化がございます。それから税収減あるいは医療費等の義務的経費の増加といったマイナス要因も抱えてお

るということでございます。 

こういった本市の強みとですね、弱み。強みを生かして弱みを克服するということで選ばれる地域をつくると

いうのが、その下の３０年後にも選ばれる地域の要素として７点を整理させていただきました。アンケート等に

よって整理をさせていただきました。１点が充実した子育て・教育環境があります。生きる力、元気な子をはぐ

くむまち。それからシニアの活躍、安心して老後を過ごせるまち。それから未利用地・未利用施設の増加傾向が

ございます。その活用による新たな価値の提供と。それから食料・エネルギー自給、安定確保によるリスクに強

いまち。それからグローバル社会の中で域外から稼ぐ生産性の高い産業、域内経済の循環、地産地消というもの

も要素でございます。それから高齢者のひとり暮らし世帯というものもございます。孤立・個人化社会を補うコ

ミュニティ活動。それから地域資源がございます。磨きをかけて活用し地域全体をブランド化していく。こうい

った要素が選ばれる地域として、要素として考えられると思います。こういう要素につきましては、矢印でずっ

と下のほうに来ております。基本戦略の中で具体化していく、重点化していくものとしてプロジェクト化してい

くような構成を考えていくということでございます。 

それでは、おめくりいただきまして５ページをお願いいたします。次に、目指す都市像と基本戦略ということ

でございます。まず（１）の都市像の性格でございますが、都市像の性格、これを地域の多様な主体とともに実

現を目指す地域ビジョンとして設定をすることにしております。これは人口減少時代におきまして、中段の図に

ありますとおり、行政だけでそのビジョンに向かって担っていけないということがございます。住民、企業、自

治会、市民団体・ＮＰＯ、行政ともに多様な主体とともに実現を目指していく、そういう地域ビジョンとして設

定をするものでございます。それが都市像の性格です。 

（２）の田園都市の定義でございます。この辺が都市像のキーワードとしていろいろ出てまいるところでござ

います。都市像の再定義を行う必要があるということでございます。まず１点としまして、継承・発展すべき要

素といたしまして市民憲章の田園都市がございます。豊かな田園都市、田園と都市の調和のとれた風格あるふる

さとというふうにうたわれております。それから、これまでの総合計画の中では心象風景としての田園都市と定

義されていました。時間的、空間的にも精神的にもゆったりとしたイメージを内包した心象風景でございます。

それから四次総では、ともに築くと自立と創造というものを掲げております。加えまして、ハワードの田園都市

構想がございます。これは田園と農村の結婚、循環型の自立した都市というものでございます。以上が田園都市

でございますが、都市像のキーワードといたしまして、市民アンケートですとか総合計画審議会あるいは市民懇

話会などワークショップの作業をやらせていただきまして、いろんなキーワードが浮かび上がってきております。

持続可能というキーワードでございます。地球規模で温暖化も進みまして環境の持続可能性というものが問われ

ておりますし、エネルギー・食糧危機といった経済の持続可能性などもあります。人の循環、教育が挙げられま

す。あるいは、さまざまな社会システムの中で地域社会が元気で永続し自立する姿といったもので、持続可能と

いうようなキーワードも挙げられてきております。それから新たな協働の議論もされております。協働のまちづ

くり、これを継承し新たな形を目指していく方向性。あるいは築くから創る、共創というものもあります。協働

の市民社会の基礎を築くから地域をともに創造する仕組みをつくるということを目指す。それから、豊かで確か
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な暮らしでございます。未来への希望を持ち、心豊かに日々の生活を送り、相互に助け合いながら安心して生活

できる地域を目指すといったキーワードが出てまいっている。ほか、ごらんのとおりのキーワードがですね、ア

ンケート、ワークショップ等から見えてきたというところでございます。これを議論、今後も深めていくという

ことでございます。 

右側のページ、（３）の目指す都市像でございます。ともに丸々の田園都市とあります。これは、あくまでも

仮置きでございます。これまでのキーワードその他を参考に、これから検討していくものでございます。これに

はですね、その下に都市像の要素、４点、先ほど部長が申した４点、これはアンケート結果、ワークショップの

ところから要素として示されてきました。後ほど申し上げます。それから狙いでございます。先ほどのですね、

３０年先も選ばれる地域をつくるということで、市民にはその満足度を高め、例えば永住していただく。市外者

に対しましては交流・移住・購入というものを促していくということで生産年齢人口の定住をですね、重点目標

とするという狙いが示されてきております。それから、その源泉となる強み、４点ありますが、これも後ほど申

し上げます。次の姿勢でございます。従来の協働・挑戦に革新・創造・自立といったものが加わってまいります。 

それでは、都市像の要素、先ほどの４点でございますが、これ、お示ししたとおり安心・快適・健康で暮らし

やすい、暮らしたいまち。これは、住みよさあるいは長寿がございます。子育て、こういった強みをですね、都

市ブランド化していくということでございまして、この丸の楕円形の中に、暮らし万全、安心・快適・健康とあ

ります。これが、そのビジョン実現の源泉となる強みでございます。この強みにより、この都市像の要素がござ

います。それから右側に行きまして、高度な技術集積、多様な学び・対話により人と知がはぐくまれるまちとい

うことでございます。これは、製造業の技術力もございます。あるいはえんぱーく、知の交流拠点、それから本

市の教育再生でございます。知の育成・創造・集積拠点というのが源泉となる強みでございます。それからその

下、右下でございますが、人・物・情報の流れの結節点、広域的な補完・共生が可能なまち、アクセスのよさで

すとか産業振興あるいは広域的な総合力を生かしていく、そういう要素でございます。それから左側、左下でご

ざいますが、緑・大地・山・水とその恵み、生活文化が豊かなまち、自然ですとか、農村、林業再生があります。

持続可能な循環型社会という風土があるということでございます。この４つの要素、強みがですね、ごらんのと

おりそれぞれ向き合っておりまして、相対している関係がございます。本市の田園都市の懐の深さというものが

見えてまいるものでございます。 

それでは、おめくりいただきまして７ページをお願いいたします。（５）９年で達成するまちの姿・暮らしの

イメージをお示ししたものでございます。これは、先ほどの都市像の４つの要素をですね、四方に置きます。こ

の四隅に太字で示してございます。都市像の要素、４つの要素でございます。その源泉となる４つの強みをです

ね、中心部分、真ん中に楕円で４つの強みを示してございます。その周りにですね、黒ポツで書いてありますの

が市の施策でありましたり、あるいは市民の皆さんあるいは企業、地域の皆さんの活動であったり、あるいは素

材であったり、これらでその４つの要素を取り巻きまして関連性、物語性を持たせることによってですね、懐の

深い田園都市をつくっていくというイメージでございます。 

例えば、中心部の楕円の強みの１つ、暮らし万全、安心・快適・健康がございます。左上の黒ポツにはですね、

子どもの成育、大人の癒やしに良い環境、こういった中で都市農村交流ですとか自然・農業体験学習、子育て支

援、元気っ子事業といったような政策がございます。あるいは右上のですね、右側の知の育成・創造・集積拠点
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といった強みのところではですね、教育再生による教育環境の充実と高い学力水準ですとか、黒ポツで情報系産

業の集積、こういったものの政策がございます。あるいは右下、大都市・近隣都市との交通利便といった強みの

ところでは、近隣都市の機能を享受、あるいは観光産業の成長といったものがございます。左下の自然・農村風

土の恵みという強みのところでは、農地集約化、林業再生、再生可能エネルギーの活用といったようなものが政

策として出てまいります。この自然・農村風土の恵みと暮らし万全の中間あたりのところには、農村の生活文化

の伝承ですとか農業、地域活動、良好な生活習慣によって元気で長寿な高齢者層といったものもございます。こ

ういった暮らしのイメージを出していく。 

その中からですね、重点化していくものを打ち出していくというのが次のＡ３の紙でございます。８ページ、

（６）の基本戦略の概要でございます。これまでの都市像を実現する上でですね、最も重点化する方針、方策を

示したものがこの基本戦略でございまして、行政資源を重点的に投入していく重点プロジェクトの基本方針とな

るというものでございます。その都市像を実現するための重点化するもの３点ございます。基本戦略Ａ、Ｂ、Ｃ

とございます。１つは子育て世代に選ばれる地域へ。２つ目がシニアが生き生きと活躍できる地域へ。３つ目が

自然と暮らしが調和した豊かな地域へという３つの重点化をしていく戦略でございます。 

１つ目の戦略、子育て世代に選ばれる地域へということに重点化するものでございますが、この重点化の目的

でございます。生産年齢人口の確保によりまして持続可能な地域をつくるということでございます。その重点化

の目標でございます。塩尻市に定住するターゲット２０代から４０代の家族の増というものを目標に設定いたし

ます。指標といたしましては、２０代から４０歳代の転入人口というものも考えられます。こういったものは、

目標の節では今後具体化してまいります。 

その下にですね、表になって子育て環境のＳＷＯＴ分析としてあります。それぞれの戦略、ＳＷＯＴ分析して

ございます。ここにＳＷＯＴ分析をお示ししましたのは、これは戦略を考える際に使われる分析手法でございま

して、強み、弱み、機会、脅威、この４つの切り口からですね、現状を分析しまして、強みを生かして弱みを克

服する、そういった戦略を立案するための分析手法、ＳＷＯＴ分析でございます。 

まず、強みではですね、ごらんのとおりでございます。充実した教育・保育環境というものがございます。あ

るいは働く場がある・働きやすいといった点がございます。弱みとしましては、市内に産科がないといったよう

なごらんのとおり。あるいは左下の機会というところではですね、子どもに良い生育環境を与えたいといった欲

求の高まり等ございます。脅威としては少子化あるいは他都市との競争といったようなものもございます。 

このような強みを生かしてですね、弱みを克服していく。そのための政策として若い世代に向けた政策の重点

化、５点掲げてございます。１つが、子どもを生み育てる環境の整備をする。それから２点目が、教育再生によ

る確かで豊かな学習環境の整備。それから豊かな生活環境の創出。それから雇用関係でございます。５点目が、

マーケティングとプロモーションがございます。下の枠にありますとおり、これは横断的に他の基本戦略を包括

して進めるものでございまして、これらの戦略を内部、外部に発信をいたしまして、地域全体を包括的にですね、

ブランド化をしていく。それから人材育成と対話の場づくりをしてですね、これを横断的に下支えする形で進め

ていくというものでございます。 

それから基本戦略のＢ、２つ目でございます。シニアが生き生きと活躍できる地域へという戦略でございます。

これは、高齢者世代がですね、健康で社会的・経済的に自立し、地域社会に貢献し続けられる社会環境をつくる
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ことを目的とします。この重点化の目標でございます。健康寿命の延伸。それからシニアが活躍できる社会づく

りということでございまして、健康寿命あるいは高齢者の就業率ということが目標値として挙がってくると考え

ております。このシニアが生き生きとというところでは、強みとして全国トップクラスの平均寿命。あるいは生

きがい、区の役員など社会参加というものもございます。農業もございます。あるいは自給自足、地域コミュニ

ティというものが、助け合いというものがございます。ほか、弱み、機会、脅威、ごらんのとおり整理をいたし

まして、このための重点化する政策といたしまして５点ございます。１点が、安心して老後を送る環境を整備す

る。２点目が、健康づくり・健康寿命の延伸でございます。それから３点目、４点目は、これは若い世代をター

ゲットにしたものと共通でございます。豊かな生活環境の創出。多様な雇用環境の創出でございます。加えまし

て、生きがいと貢献というものを重点化していくということでございます。 

それから３つ目の戦略Ｃ、自然と暮らしが調和した豊かな地域へでございます。この目的はですね、都市と農

村の豊かさの両立を実現して田園都市の機能を強化することでございます。この重点化の目標につきましては、

人口減少時代に対応した田園都市の基盤づくりといたします。強みとしまして、線引き都市の中で用途の境界が

明確。あるいは広く生産性の高い優良農地というものもございます。弱みとして、田園都市の共通認識がないと

いったところもございます。ほか、機会、脅威、ごらんのとおり整理させていただいてございます。 

こういったことを踏まえまして、政策の重点化、４点ございます。域内循環社会の形成でございます。農業再

生、林業再生、信州Ｆパワープロジェクトなどでございます。それから、地域資源を生かした広域観光の振興。

それから、遊休施設の再生等、土地・資産の有効活用がございます。それから防災、危機管理、インフラ長寿命

化を重点化していくといったその３つの基本戦略として進めていくということでございます。以上が第２部の都

市像と都市像実現のための重点化の戦略でございます。 

この第３部につきましては、都市像の実現へ向けた行政経営の考え方、行政としてはここまでやりますといっ

たことを明記するものでございます。黒丸の行政の使命として、この囲みの中に書いてございます。これは（仮）

となっておりますけれども、これは市民憲章と本年度の市役所経営理念、市長が定めました経営理念をもとに使

命として整理したものでございます。ふるさと塩尻を愛し、あすのふるさとがきょうより少しでも良くなるよう、

常に市民益を追求し、実践する努力を怠らないというふうに位置づけてございます。 

次の黒丸でございます。行政の対応領域の基本でございます。これは、米印にありますように事業部目標を設

定しております。事業部目標の使命をもとに行政が対応すべき領域を整理したものでございます。５つの領域に

区分してございます。下の表に、まず１点目でございます。市民の生活を脅かす危機・不安を減らす。こういう

行政の対応領域でございます。これは、災害等から生命・財産を守る。それから環境保全がございます。それか

ら省資源・省エネルギー、持続可能性を確保する。あるいは生活水準というものもございます。生活水準を確保

する。それから社会平等等の実現を図る。こういった使命の領域でございます。２つ目の区分でございますが、

市民生活の基盤・人づくりの基盤をつくるという領域でございます。これはですね、インフラ整備あるいはその

維持管理を行う。それから、健康的で安心できる生活、健やかに成長する、そういうサービスを提供する体制で

ございます。それから、３つ目の行政の対応領域でございますが、市民の生活に経済的・精神的なプラスをもた

らすということでございます。精神的よりどころ、豊かさを実感できる機会を提供する。それから、地域経済の

活性化を支援して市民の所得増・市税の増収を図るということでございます。４つ目の行政の対応領域でござい
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ますが、自治と市民によるまちづくりを支援するということでございます。こちらは市民の自発的な地域課題の

解決や価値創造を支援するということ。５つ目の行政の対応領域でございますが、行政の保有資産を有効に機能

する。これは、行政内部の体制を整備するということでございます。この大きく５つの領域をですね、行政の対

応領域として整理していくことにしております。 

それでは次、おめくりいただきまして、１０ページでございます。行政マネジメントの基本方針として整理し

てございます。まず１点目が、（１）がトップ・マネジメントの役割を持ちます。市民ニーズの変化、市長の方針、

議会の意向等に基づきまして策定するものでございまして、行政と多様な主体で目指す都市像とその都市像の実

現のための戦略の優先順位を明確にしていくということを責務とするものであります。 

（２）の執行のマネジメントでございます。執行部門におきましては、これは限られた予算で最大の成果を生

むということを責務としているものでございます。この中の最後の黒ポツにありますとおり、執行レベルでは、

財政制約に比例して事業の成果も縮小することがないよう、３つの視点から事業のスマート化を図るということ

でございます。そこの視点①、②、③とございます。１つ目は、行政組織内部の運営の効率化です。これは、行

政にしかできない、あるいは行政が行うことが望ましい業務については、効率化と効果向上の両立を図るという

ことでございます。２つ目、市場メカニズムの活用でございます。これは、行政がやるよりも民間のほうが効果

的な業務、これについては業務委託をします。それから３つ目、住民参加・協働型でございます。これは、行政

の独占あるいは民間委託というのが好ましくない業務については住民や自治組織の参加・協働・共創を念頭に執

行していくということでございまして、ここに米印にありますとおり、この３つの区分をするためにですね、行

政が行う全ての業務を分解いたしまして見直す作業を本行政内部で行って、進めていくことにしております。 

それから、最後になります。３の職員の行動指針としても機能させるようにということでございます。行政マ

ネジメントの革新に対応するために必要な能力・姿勢を行動指針としてですね、取りまとめをしていくというも

のでございまして、①、②、③とあります。能力に関すること。それから②としまして基本姿勢・行動に関する

こと。③としまして組織・体制に関すること。こういった点についてですね、行動指針となるようにまとめてい

きたいということでございまして、第３部につきましては、行政経営の考え方を内部でしっかり作業をしまとめ

ていきたいということでございます。ちょっと早口になりましたけど、説明については以上でございますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいま説明を受けたわけでございますけれども、質疑につきましては区分をして行いたいと思いま

す。まず、第１部の第五次総合計画の概要につきまして、それぞれ策定方針、構成、進行管理等について説明が

ありましたが、これらにつきましては今までの総合計画と大分変わってきております。その辺を中心に皆様から

御意見、質問をいただきたいと思いますが、お願いをいたします。 

○中村努委員 四次総までのつくり方と違ってきているという点なんですが、今までは基本構想が議決案件、基

本計画以降は議決案件ではなくて、基本条例をつくるときに基本計画も議決案件にしたほうがいいんじゃないか

というようなことからそういう条文を入れたんですが、その後、総合計画については議決案件にしなくていいと

いうような法律改正もあったというふうに思っておりますけれども、今後のこととして、そのためにこの特別委

員会をつくったような経過もあるんですけれども、議会との関係、総合計画との関係、例えば総合計画全体を議

決案件にするとか、長期戦略を議決案件にするとか、我々議会も考えなきゃいけないところだと思うんですが、



10 
 

現状、どのように考えておられるか。 

○協働企画部長 御心配な点、重々私どもも懸念しているところでございます。このページで言いますと、例え

ばですね、１ページの下の段と２ページの上の段にございます。今回の場合、私ども先ほど来説明しております

けれども、長期戦略、中期戦略というような表現でですね、言葉を使っているわけですけれども、現在のところ

行政の私どもとしては、長期戦略部分にあってはですね、行政の一定の期間の指針であろうということの中では

従来と同様に考えていきたいということで、これについては市議会の皆様方の了解をいただかなければならない

ということで議決的には考えております。ただ、今度は下のレベルのですね、戦略部門になってまいります。こ

ちらの中期戦略になっておりますが、先ほど御説明いたしましたとおり３年をサイクルとして回していく。なお

かつタイムリーな見直しも入っていこうかなということを現在は考えておるもんですから、ここまでですね、議

決案件にするとですね、ちょっといかがなものかということは現在私どもも考えております。実施計画につきま

しても、確かに３年サイクル、毎年見直しというような形で具体的なハード事業等々についてはですね、計上し

ているわけですけれども、そんな中でですね、この今お話しいたしました長期戦略部門、中期戦略部門と実施計

画、こういう関係もございますので、今、委員さん御質問のとおりにですね、議決部分をですね、どうしようか

というのは、今後ですね、もう少し議会の皆様方とですね、協議を重ねていきたいというぐあいには考えており

ます。以上です。 

○西條富雄委員 今、中期戦略、長期戦略のお話いただきましたけれども、いわゆる３年ごとに中期戦略は見直

ししていくという中で、必要に応じて長期戦略の修正を行いたいとここに明記されていますけれども、そのレベ

ルで長期戦略の見直しをするのか、いわゆる長期戦略がおっぽれちゃったら一番土台がおかしくなりますので、

これがころころ変わってくると短期戦略になっちゃうと思いますが、例えば経済的な問題だったなのか、どのよ

うなレベルで長期戦略の見直しは考えようと思っているんでしょうか。教えてください。 

○協働企画部長 長期戦略のですね、一定の期間ということで先ほどお話しさせていただきました。確かに自治

体を取り巻く環境、また国を取り巻く経済情勢等々についてはですね、いろんな場合が想定されます。今言った

ように非常にですね、制限はされるけれども、その中での見直しというイメージで今のところ私どもも捉えてお

ります。ですので、そうそうはですね、長期戦略の一旦議決をいただいたものをですね、変えるということは私

どもも考えておりません。 

○委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、ないようですので、次に移ります。 

第２部、目指す都市像についてであります。これにつきましてもそれぞれ分析がされておりますし、またここ

にキャッチフレーズと言いますか、目指す都市像がですね、ともに築く自立と創造の田園都市というようなこと

になっております。この辺につきまして、皆様から御意見をいただきたいと思います。 

○柴田博委員 先ほどの説明の中にもちょっとありましたけれども、道州制についてですけれども、この計画そ

のものはこれから９年間の塩尻市をどういうふうにしていくか、３０年後にも選ばれる都市にしていくにはどう

したらいいかっていうことを決めるわけですけども、その前提としてやっぱり地方自治体のあり方そのものがど

うなっていくのかっていうようなことも見定めた上でやっぱりつくらないといけないと思うんですけれども、そ
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の辺についてはどういう考えに立ってつくっているんでしょうか。 

○企画課長 社会変化を押さえる中ではですね、そういう道州制の推進というものも前提に視野に入れていかな

きゃいけないという、おっしゃるとおりでございます。その中で塩尻市が選ばれる地域であり続けるためにとい

う視点でですね、やったときに、その特色、塩尻市の強みを生かしてですね、自立して自給して持続可能な形で

の行政経営をしていくといったものをこの戦略化に打ち出しをしまして、分権の流れの中でもですね、塩尻市が

分権の中で自立できるようなことに転換をしていく。それは長期戦略でも位置づけをしてですね、中期戦略の中

でもプロジェクトとしてそういう自立できるような、税収の確保にしてもですね、歳出面での抑制にしてもです

ね、その辺を自治体経営の考え方の中で位置づけていくということであります。これは３０年先の社会変化の中

では道州制というのは見えてきますので、それに対応した強さというものを持っていくというものを戦略化して

というつくり方をしたいと思っております。 

○柴田博委員 ３０年後にも塩尻市が存続しているという前提でやるのはもちろんなんですけれども、例えば道

州制が導入されてしまえばですね、塩尻市はどういう形になるかわからないけども、あったとしても、例えば長

野県はもうなくなっているけど塩尻市は存続をしている。そういう中でこういう、９年後はこういう塩尻市を、

３０年後はこういう塩尻市をっていうふうな形になると思うんですけど、今のこの計画の中ではね、今のような

地方自治体のあり方、市町村があり県がありそれから国があるという、そういう形が続くことを前提につくって

いるのか、それとも途中でもし、今でもね、すぐにでも道州制やれっていうところはあるわけですから、道州制

になったとしても、それを多少手直しして使えるような、そういう計画をつくりたいというのか、その辺につい

てはどうなんですか。 

○企画課長 前提としてはですね、今の塩尻市が継続をしていくということを前提に、ただ道州制が導入された

ときにはですね、この地域というものが、そうは言っても選ばれ続けるということで考えて、まずは計画、戦略

をつくっていくということでございます。ただ、時代変化に対応ということは当然想定されますので、その時点

では見直しもしながらですね、時代に対応していくというのが今回の組み立てになっているというふうに考えて

おります。 

○柴田博委員 確認ですけど、そうすると基本的には今のような自治体のあり方が続くという前提の中での計画

ということでいいわけですね。 

○企画課長 はい、そういうことでございます。 

○宮田伸子委員 以前にお示しいただいたアンケートの結果のときに、四次総を策定するときと今回五次総を策

定するときの課題だとかそういうのを抽出した表を見せていただいたと思うんですけど、そのときに１０年前も

今も課題としていることにそんなに大差がないなっていうような結果が出ていたと思うんですが、それを今回踏

まえて、大きく四次総のときと変わるんだよという、目指す都市像というか、ちょっと説明が長かったんで済み

ません、ポイントでこことここがポイントですというところがあれば、わかりやすくお示しください。 

○企画課長 前回、アンケート結果でも見えてまいりましたのが、住みやすいんだけれどもなかなか特色だとか

特徴もないというようなところもですね、塩尻市の寂しい点として挙げられておりましたし、その辺のですね、

特徴をつくっていくというためにも、今回重点化していく中で、例えば子育て世代にターゲットを置いて選ばれ

る地域ということでも基本戦略に入れています。そのための特色あるまちをつくるという点でですね、塩尻市の
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住みやすいんだけれども特徴に欠けるまちだねといったところをですね、ブランド化していって特色のあるまち

づくりをしていくということに反映させるべきだろうというふうに思っております。 

○宮田伸子委員 多分、四次総を策定するときも子育てしやすいまちを目指してっていうようなことも出てきた

とは思うんですが、それが１０年たってもまた同じようにっていうことなのか、それをさらにまたステップアッ

プをさせていくということなんでしょうか。 

○企画課長 これからですね、具体化していく方策についても議論を進めていただきたいというふうに思います

けれども、基本的にはこれまでやってきた１０年間のその子育て支援というものはですね、一定の成果を上げて

いるので、それを継続しながらですね、さらにその子育て世代が住みよいといった視点での政策をやっていくべ

きだろうというふうに思いますので、これまでと大きな特徴ということはありませんけれども、ターゲットを絞

った重点化というものは、これは特徴になってくると思います。 

○永井泰仁委員 ７ページのですね、概念図を見ると、今度の五次総ので見ますと、何か農林業が主体のような

感じで何点か黒丸でですね、農村の生活文化の伝承から始まってずっと来ているわけでありますが、塩尻の実態

というのは、製造業がやはり統計的に見ても中心なんですね。そうするともう少しですね、製造業、ものづくり

のイノベーション部分を支援するような形でポイントを具体的に挙げていく必要が出てくるんじゃないかと。そ

れは高度情報系何とかって言やあ聞こえはいいけれども、確かにそれはセイコーエプソンみたいなところもあり

ますけれども、各工業団地、ものすごくですね、このイノベーションの関係をもう少し強烈にアピールしないと、

このポイントからいくと塩尻市はえらい農林業へシフトしちゃっているような概念にも、とらわれかねない。そ

れから、確かに交通の要衝で結節点かもしれませんけど、やっぱりこの優位性っていうものをですね、生かした

やっぱり物流とか運輸流通産業もかなり多いということですから、この辺のところもですね、もう少し黒丸のポ

イントの中で強調しないと、全体のバランスからいくとどうも農林業が何か半分くらいを占めちゃっているよう

な概念図に見えるもんですから、この辺のところをもう少し強調してほしいと思いますが、考え方をお聞きしま

す。 

○企画課長 御指摘のところがあろうかと思います。この右上のほうに情報系産業の集積とかですね、そういっ

たようなイメージというものがあります。今の物流というようなお話もございましたが、それは右下のほうの結

節点が強みを生かしたものでございます。これは、現時点では骨子案としてお示ししてございます。これをさら

に議論を深めてですね、お示ししていくときには、これは都市像とその都市像の要素がこれは恐らくまちの姿と

してですね、整理して、それで今の骨子案から素案のほうにですね、書き込んでいくことになろうかと思います

ので、その時点ではこの辺についてはもう少しよく議論を深めた中で整理させていただきたいというふうに思っ

ておりますし、また農業面についてもですね、これについてもまだこれは要素出しでございますので、また農業

面もそうですし、産業分野それぞれこれからも深掘りして記述していくことになろうかと思いますのでよろしく

お願いをいたします。 

○中村努委員 ８ページの基本戦略ですけれども、２０年後、３０年後もですね、しっかりと住み続けていただ

いて生き残っていくためにということの戦略になるかと思うんですが、まずこの地に来ようとする動機づけって

いうのは、やはり働く場所、自営でも勤め人でもいいんですけれども、そういうものがまずきちんとしてないと、

いくら子育てがしっかりしていてもそれだけで来てくれるわけじゃありませんので、まず働く場所、少しは触れ
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られていますけれども、まずそこをしっかりさせるというものが必要なんだろうというふうに思います。 

それからもう１つは、先ほどの説明の中で都市計画について触れられていましたけれども、この中には強みの

中に入っていますけど、どうも私は弱みにしか感じてないもんですから、快適に暮らしやすい、現況でも市街化

区域、市街化調整区域の人口差の中でコミュニティの形成が非常に困難になっているっていう住みづらさが出て

きてしまっています。ほかに市の発展を考える上で、この都市計画がネックでなかなか進まないということも多

く感じていますので、やはりその辺は総合計画の中で、都市計画は、私は見直していったほうがいいという考え

を持っておりますんで、またそれは御検討いただきたいと思います。 

○企画課長 あわせましてですね、総合計画審議会の中で、この総合計画とあわせてまた国土利用計画について

もこれは議論していきます。そのときに、本市は線引き都市でありますので、その中で例えば集落についてもど

うやって周辺集落の人口やらを、あるいはコミュニティを維持していくかといった議論も出てまいりますし、そ

の中で周辺集落、集落の周辺をですね、維持するためのそういう都市計画法の制度もございます。そういったも

のも活用しながら何とか人口減少を食いとめて、最小限にしてですね、コミュニティも維持し、それから市街化

区域については高度利用、都市的利用を進めていくといったような位置づけもですね、国土利用計画、土地利用

計画のほうでもしっかりと位置づけていくように今作業を進めておりますので、また大枠のところはこの総合計

画の基本戦略のところにも出てこようかと思います。そういったことで、土地利用については有効活用という今

の方向でですね、位置づけていきたいと思いますのでお願いしたいと思います。 

○丸山寿子委員 この四角の表の中のですね、弱みというところで、黒い丸の３つ目、女性やファミリーを惹き

つけるようなという表現がありまして、ちょっとここの女性はちょっと置いておくとして、この枠の下ですけれ

ど、若い世代（特に女性を惹きつける）に向けた政策の重点化ということで、この括弧の中に特に女性を惹きつ

けるということが、わざわざというふうに私はちょっと思えたんですが、書いてあるんですが、これは男女問わ

ず必要だと思うので、女性というふうにしなくていいと思うんですけれど、どんな思いでこれを入れたのか、お

願いします。 

○企画課長 これは、済みません。この骨子案をつくっていく議論の中でですね、いろんな御意見が出てきて、

それを生でですね、いろいろ作業をしていく中では、総合分析をしていく作業の過程の中でいろんな話がそのま

ま出てきて、その記述でありますので、これを骨子案として最終的に議論していく中では、記述の仕方はですね、

ちょっと精査させていただいて、これについては男性女性を問わずということだろうと思いますので、整理をさ

せていただきたいと思います。 

○丸山寿子委員 はい、お願いします。 

○西條富雄委員 私も、言い詰めれば結局記述の仕方になっちゃっていけないんですけど、４ページ、ちょっと

ページ戻ります。塩尻市のリスク（不安要因）のところで、下の段、財政、税収減と義務的経費の増加による負

債の増大というのでありますが、その負債の増大にちょっと引っかかっているんですけれども、３０年というと

ちょうど塩尻市はＦＰプロジェクトで借地している２９年契約、年間２，３７２万円掛ける２９年、約８億円で

すね、というものが入ってきますし、それからひょっとして国のほうも、当然でしょうが福島第一原発もまだ解

決してないだろうってことになってくると、これはもう国のほうの財政も厳しいから市のほうへの要望も多くな

ってくるというようなことも含めての増大なのか。私、希望とすれば、ぜひそういう義務的経費の増加というこ
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とを理由にしてあれば、義務的経費の増加を考えながら負債の増ぐらいに抑えてもらったほうが、増大って言う

と何かほかにも財政厳しくなる理由があるだろうかどうかという質問が出そうな感じがするもんですから、ちょ

っと確認です。 

○企画課長 御指摘いただきましてありがとうございます。そういう点もあろうかと思います。ここですね、確

かに表現の仕方としては好ましくないかもしれません。言いたいところは、これからの人口減少社会というのは、

これは前提として考え、受けとめざるを得ないという中で、ただ、人口減少してきますけれども、問題の一番問

題なのは、人口減少ということもありますけれども、人口構造であります。そのために、生産年齢人口をターゲ

ットとした戦略づくりということであります。それをしていかないとですね、税収、生産年齢人口っていうのは

減っていって、少ない労働者で人口を支えるということになります。医療費とか、高齢化が進みますと義務的経

費というのはこれ膨らんでいきますので、そういった財政上のですね、収支均衡を保っていくために大変厳しく

なる、そういう要素がありますよと、そういうことで整理をさせていただきましたので、それによって負債が増

大するということは直結しませんので、記載の仕方もう少し精査をさせていただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

○委員長 ほかにいかがですか。よろしいですか。 

それでは、次に移ります。第３部、都市像の実現へ向けた行政経営の考え方について質問、意見のある方はお

願いをいたします。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、質疑がないようでありますので、以上によりまして協議事項については終了とさせていた

だきます。なお、この長期戦略骨子案については、本日は理解を深めたということで終了とさせていただきたい

と思います。よろしいですか。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２ その他 

○委員長 その他、ございますか。 

それでは、以上をもちまして特別委員会を閉会といたします。大変御苦労さまでした。 

午後２時０５分 閉会 

 

 

 

平成２６年２月２５日（火） 

 委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。 

 

 

塩尻市総合計画特別委員会委員長  永田  公由  印 


	平成26年2月25日総合計画特別委員会(完了)

